
「
確
か
め
て
　
歩
行
者
・
自

転
車
・
横
断
者
」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
、
九
月
二
十
一
日
貅
か
ら

三
十
日
貍
ま
で
、
秋
の
全
国
交

通
安
全
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

秋
は
車
で
出
掛
け
る
機
会
も

多
く
な
り
ま
す
。
交
通
事
故
を

防
ぐ
た
め
に
は
、
思
い
や
り
の

心
を
は
ぐ
く
み
、
交
通
安
全
に

対
す
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
が

大
切
。
一
人
一
人
が
次
の
こ
と

を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

□
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

漓
ド
ラ
イ
バ
ー
は
高
齢
者
を

見
掛
け
た
ら
一
時
停
止
や
徐
行

を
す
る
滷
高
齢
運
転
者
マ
ー
ク

を
付
け
た
自
動
車
に
対
し
て
は
十

分
な
車
間
距
離
を
取
る
な
ど
思
い

や
り
を
持
っ
た
運
転
を
す

る
澆
高
齢
者
は
道
路
横
断

時
に
き
ち
ん
と
安
全
を
確

認
す
る
。
特
に
左
か
ら
来

る
自
動
車
に
気
を
付
け
る
。

□
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩

行
中
・
自
転
車
乗
用
中
の

交
通
事
故
防
止

漓
歩
行
者
や
自
転
車
利

用
者
は
目
立
つ
色
の
服
装

や
反
射
材
を
活
用
す
る
滷

自
転
車
は
夕
暮
れ
時
に
自

動
車
か
ら
見
え
に
く
く
な

る
の
で
早
め
に
ラ
イ
ト
を

点
灯
す
る
。

□
後
部
座
席
を
含
む
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し

い
着
用
の
徹
底

漓
距
離
に
か
か
わ
ら
ず
車
に
乗

る
と
き
は
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用

を
習
慣
付
け
る
滷
子
ど
も
を
車
に

乗
せ
る
と
き
は
発
育
に
応
じ
た
チ

交
通
事
故
や
労
働
災
害
で
父
や

母
を
亡
く
し
た
義
務
教
育
終
了
前

の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
保
護
者

に
、
災
害
遺
児
手
当
を
支
給
し
ま

す
。
該
当
者
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

対
象
＝
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人
。

漓
交
通
事
故
（
陸
上
・
海
上
・
航

空
）
や
労
働
災
害
で
生
計
の
中
心

で
あ
る
父
母
や
こ
れ
に
準
じ
る
人

が
死
亡
、
ま
た
は
重
度
障
害
状
態

に
な
っ
た
児
童
の
親
権
者
や
そ
れ

に
代
わ
る
立
場
に
あ
る
滷
児
童
を

ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
使
用
す
る
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
安
全
安
心

課
蕁
８
９
０
―
６
２
６
３
へ
。

扶
養
し
世
帯
が
同
じ
澆
本
市
在

住
で
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い

る
　
支
給
月
額
＝
遺
児
一
人
に

つ
き
三
千
五
百
円
　
申
し
込
み

＝
印
鑑
・
戸
籍
の
全
部
事
項
証

明
書
（
謄
本
）・
保
護
者
名
義
の

預
貯
金
通
帳
・
原
因
と
な
っ
た

事
故
や
労
働
災
害
を
証
明
す
る

書
類
（
障
害
の
場
合
は
そ
の
程

度
を
証
明
す
る
書
類
）
な
ど
を

用
意
し
、
市
役
所
児
童
家
庭
課

（
蕁
８
９
０
―
６
２
７
７
）
へ
直

接
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国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
被

保
険
者
は
、
一
般
被
保
険
者
と
退

職
被
保
険
者
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は
、
一
般
被
保
険

者
用
が
ふ
じ
色
、
退
職
被
保
険
者

用
が
青
色
と
、
そ
れ
ぞ
れ
色
が
異

な
り
ま
す
。
同
一
世
帯
内
に
両
方

の
該
当
者
が
い
る
場
合
に
は
、
二

枚
の
保
険
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は
九
月
二
十
一

日
貅
に
郵
送
し
ま
す
。
新
し
い
保

険
証
が
届
い
た
ら
、
名
前
な
ど
を

確
認
し
、
裏
面
の
注
意
事
項
を
よ

く
読
み
ま
し
ょ
う
。
現
在
使
っ
て

い
る
保
険
証
は
、
市
役
所
市
民
課
・

国
保
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
・
出

張
所
へ
返
却
を
。
な
お
、
新
し
い

保
険
証
は
九
月
三
十
日
貍
ま
で
で

も
利
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、
旅
行

や
通
院
な
ど
で
別
の
保
険
証
が
必

要
な
人
に
は
、
遠
隔
地
保
険
証
を

交
付
し
ま
す
。
新
し
い
保
険
証
と

印
鑑
を
用
意
し
、
市
役
所
市
民
課
・

国
保
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
へ
。

退
職
被
保
険
者
証
は
会
社
な
ど

を
退
職
し
て
国
保
に
加
入
し
た
人

が
、
老
人
保
健
法
の
適
用
を
受
け

る
ま
で
の
間
に
加
入
す
る
も
の
で

す
。
厚
生
年
金
な
ど
（
国
民
年
金

を
除
く
）
の
加
入
期
間
が
二
十
年

以
上
、
ま
た
は
四
十
歳
以
後
の
期

間
が
十
年
以
上
で
、
年
金
受
給
権

が
発
生
し
た
日
か
ら
対
象
に
な
り

ま
す
。

な
お
、
市
で
把
握
で
き
る
該
当

者
（
被
扶
養
者
は
除
く
）
へ
は
、

今
回
の
更
新
に
合
わ
せ
て
退
職
被

保
険
者
証
を
交
付
し
ま
す
。
厚
生

年
金
な
ど
の
加
入
期
間
を
満
た
し

て
い
る
の
に
退
職
被
保
険
者
証
が

届
か
な
い
場
合
は
、
国
保
年
金
課

へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

氏
名
や
住
所
な
ど
が
間
違
っ
て

い
る
と
き
は
、
新
し
い
保
険
証
と

印
鑑
を
用
意
し
て
、
市
役
所
市
民

課
か
各
支
所
へ
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
既
に
会
社
な
ど
の
保

険
証
が
あ
る
と
き
は
、
会
社
な
ど

の
保
険
証
（
扶
養
家
族
は
認
定
年

月
日
の
分
か
る
書
類
も
必
要
）
と

国
保
の
新
旧
保
険
証
、
印
鑑
を
用

意
し
て
、
市
役
所
市
民
課
か
各
支

所
へ
。
国
保
に
加
入
し
て
い
る
の

に
新
し
い
保
険
証
が
届
か
な
い
と

き
は
、
古
い
保
険
証
と
印
鑑
、
運

転
免
許
証
な
ど
本
人
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
物
を
持
っ
て
、
市
役

所
国
保
年
金
課
か
各
支
所
へ
届
け

出
を
。
そ
の
他
の
届
け
出
事
項
に

つ
い
て
は
保
険
証
に
記
載
し
て
あ

り
ま
す
の
で
、
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。な

お
、
国
保
を
加
入
・
脱
退
す

る
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
市
役

所
市
民
課
か
各
支
所
に
届
け
出
が

必
要
で
す
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、

届
け
出
日
か
ら
加
入
日
ま
で
の
国

保
税
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

保
険
証
は
国
保
の
加
入
者
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
物
で
す
。
大

切
に
保
管
し
、
医
療
機
関
に
か
か

る
と
き
は
、
必
ず
窓
口
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。
保
険
証
を
持
た
ず

に
受
診
し
た
と
き
は
、
医
療
費
全

額
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
保
険
証
を
紛
失
し
た
場

合
は
再
発
行
し
ま
す
。
運
転
免
許

証
な
ど
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
物
を
用
意
し
、
市
役
所
国
保

年
金
課
か
各
支
所
へ
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

国
保
税
を
特
別
な
理
由
が
な
く

一
年
以
上
滞
納
し
て
い
る
世
帯
主

に
は
、
保
険
証
の
代
わ
り
に
資
格

証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。

特
別
な
理
由
と
は
、
災
害
や
盗

難
に
よ
る
被
害
、
本
人
や
親
族
の

病
気
や
負
傷
、
事
業
の
廃
止
な
ど

の
た
め
国
保
税
を
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
た
場
合

で
す
。
資
格
証
明
書
で
診
療
を
受

け
る
と
き
は
、
医
療
機
関
へ
費
用

の
全
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
後
日
、
市
役
所
国
保
年

金
課
で
申
請
し
、
保
険
給
付
分
の

払
い
戻
し
を
受
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

な
お
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
場

合
は
、
収
納
課
（
蕁
８
９
０
―
６

２
３
３
）
へ
納
付
の
相
談
を
し
て

く
だ
さ
い
。

広報まえばし　平成１８年９月１５日号　２

子どもの安全のため忘れずに

十
月
一
日
豸
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
が
新
し

く
な
り
ま
す
。
現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証
は
、
九
月
三
十
日
貍
ま
で
有

効
。
十
月
か
ら
は
、
今
月
下
旬
に
世
帯
主
へ
あ
て
て
郵
送
す
る
新
し
い
保

険
証
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
有
効
期
限
は
来
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
で
す
。

問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
蕁
８
９
０
―
６
２
５
０
へ
。

9
月
２１
日
に
郵
送

注
意
事
項
を
確
認

該
当
す
る
人
へ

退
職
被
保
険
者
証
を

間
違
い
が
あ
っ
た
ら

早
め
に
届
け
出

提
示
し
な
い
と

医
療
費
全
額
負
担
に

国
保
税
滞
納
者
へ
は

資
格
証
明
書
を
交
付

21
日
か
ら
全
国
交
通
安
全
運
動

ル
ー
ル
守
っ
て
事
故
防
ご
う

災
害
な
ど
の
遺
児
へ
手
当
支
給

同
一
世
帯
の
親
権
者
が
対
象

保険証は必ず医療機関の窓口に提示しましょう


